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告 示

北海道告示第４４０号

救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道保健福祉部保健

医療局医療政策課に備え置いて縦覧に供する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
財団法人小児愛育協会附属愛育病院（札幌市）
特定医療法人北楡会開成病院（札幌市）
大原病院（紋別市）
日高町立日高国民健康保険病院（日高町）

北海道告示第４４１号

昭和６２年北海道告示第１７７０号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項財団法人小児愛育協会附属愛育病院の事項中「札幌市中央区北３条西１６丁目１
番地」を「札幌市中央区南４条西２５丁目２番１号」に、「平成２２．１０．３１」を「平成２３．６．
３０」に改め、同項特定医療法人北楡会開成病院の事項を削り、同項医療法人三和会札幌南整
形外科病院の事項及び同項札幌社会保険総合病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成２３．
６．３０」に改める。
函館市の項医療法人函館渡辺病院の事項中「医療法人函館渡辺病院」を「特定・特別医療
法人函館渡辺病院」に、「平成２０．６．３０」を「平成２３．６．３０」に改める。
旭川市の項豊岡中央病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成２３．６．３０」に改める。
釧路市の項医療法人孝仁会星が浦病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成２３．６．３０」に改
める。
帯広市の項社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成

２３．６．３０」に改める。
苫小牧市の項医療法人社団医修会とまこまい脳神経外科の事項中「平成２０．６．３０」を「平
成２３．６．３０」に改める。
紋別市の項大原病院の事項を削る。
石狩市の項石狩幸惺会病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成２３．６．３０」に改める。
日高町の項日高町立日高国民健康保険病院の事項を削る。
広尾町の項広尾町国民健康保険病院の事項中「平成２０．６．３０」を「平成２３．６．３０」に改め
る。

北海道告示第４４２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
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の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
厚沢部土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
退 任 平成２０．６．１６ 理 事 若 佐 清 春 檜山郡厚沢部町字美和３００番地
空知川上流土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２０．６．６ 理 事 � 田 輝 男 空知郡南富良野町字金山市街地

北海道告示第４４３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年６月２５日、空
知川上流土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４４４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（和
寒中央地区地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（区画整理、客土、暗きょ排水、除れ
き））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川支庁に備え置いて、平成２０年７月８日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４４５号

昭和４３年北海道告示第２４６４号（漁港区域に係る海岸保全区域の指定）の一部を次のように
改正する。

その関係図面は、北海道水産林務部水産局漁港漁村課及び北海道石狩支庁に備え置いて縦
覧に供する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道石狩湾沿岸厚田漁港海岸保全区域の事項を次のように改める。
北海道石狩湾沿岸厚田漁港海岸保全区域
市町村名 海 岸 保 全 区 域
石 狩 市 指定の区域

１ 点 の 位 置
基 点 １ 北海道石狩市厚田区厚田１２の２の南西角（原点１）から８

度３０分０秒の方向１５７．０００メートルの点
２ １より１７５度０分０秒の方向２６４．０００メートルの点
３ ２より２０７度０分０秒の方向８１．３４４メートルの点
４ ３より２６０度１４分０秒の方向３７．２５５メートルの点
５ ４より０度０分０秒の方向３２．４６２メートルの点
６ 北海道石狩市厚田区厚田３の４９の北東角（原点２）から
１６７度０分０秒の方向７７．０００メートルの点
７ ６より１７９度０分０秒の方向７５．０００メートルの点

補助点１の１ １より２７０度０分０秒の方向６６．０００メートルの点
１の２ １の１より２６４度３０分０秒の方向１３２．０００メートルの点
５の１ ５より２７０度０分０秒の方向１４８．９６２メートルの点
６の１ ６より２７０度３０分０秒の方向３０．０００メートルの点
７の１ ７より２４１度３０分０秒の方向３４．０００メートルの点

２ 区 域
厚田北地区海岸 １、２、３、４、５、５の１、１の２、１の１及び１の

各点を順次に結んだ線により囲まれた区域
厚田南地区海岸 ６、７、７の１、６の１及び６の各点を順次に結んだ線

により囲まれた区域

北海道告示第４４６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 様似郡様似町字平宇２１６の１、２１７の３、２２１の１
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２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道日高支庁産業振興部林務課及び様似
町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４４７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 天塩郡豊富町字上サロベツ１００４２の１・１００４２の２（以上２筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び豊富町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４４８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

天塩郡豊富町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び豊富町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４４９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道釧路土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路線名 中西別計根別線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
野付郡別海町上春別３０３番６地先から
野付郡別海町上春別３０３番４地先まで 前 １０．９０�から

３９．５６�まで ２８８．９６� ――

前 ９．２０�から
２３．６０�まで ３０１．２８� ――

後 １８．５０�から
３９．５６�まで ２８８．９６� ――

北海道告示第４５０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
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道道 別 海 厚 岸 線
北海道釧路土木現業所

厚岸郡厚岸町奔渡町７丁目１４０番１地先から
厚岸郡厚岸町筑紫恋１２２番４８地先まで

平成２０．７．４

道道 床潭筑紫恋線
北海道釧路土木現業所

厚岸郡厚岸町床潭３５番１地先から
厚岸郡厚岸町筑紫恋１１９番３地先まで

同

北海道告示第４５１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成２０年７月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 伊達市
２ 都市計画事業の種類及び名称 室蘭圏都市計画道路事業（３・４・１１３号末永西通及

び３・４・１２２号竹原通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成２０年７月４日から平成２５年３月３１日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 伊達市末永町地内

支 庁 告 示

北海道上川支庁告示第７６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２０年７月４日

北海道上川支庁長 坂 口 収
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
除雪トラック ４台
交換契約により除雪トラック２台（１０ｔ級ダンプ、Ｓ付き１台及び７ｔ級ダンプ、Ｓ
付き１台）及び除雪グレーダー２台（３．７�級、Ａ、２Ｗ付１台及び４．０�級、Ａ１台）
を契約の相手方に供し、除雪トラック４台（１０ｔ級、６×６、Ｓ・Ｇ・２Ｗ付き３台及
び１０ｔ級、６×６、Ｓ・Ｇ・１Ｗ付き１台）を当該契約の相手方から調達する。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２０年１１月２８日
	 納 入 場 所 北海道上川支庁長が指示する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。
� 平成１９年北海道告示第１３号又は平成２０年北海道告示第４３号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。

	 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び	に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２０年７月４日（金）から７月１７日（木）まで（土曜日及

び日曜日を除く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７９－８６１３ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道旭川土木現業所企画総務部総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道旭川土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市６条１９丁目１番１号 北海道上川合同庁舎３階旭川土

木現業所会議入札室（送付による場合は、郵便番号０７９－８６１３
旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道旭川土木現業所企画総
務部総務課）

� 入 札 日 時 平成２０年７月３０日（水）午前１１時（送付による場合は必着）
� 開 札 場 所 �に同じ。
	 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。
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また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
asahikawadoboku.somu@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、
、�、�、から�までによるほか、次によ
る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道旭川土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 郵便番号０７９－８６１３ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

電話番号０１６６－４６－４９０８
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be purchased :

Snow Removing Truck (10tons class, 6 wheels-drive. Attaching one-way snow plow,

snow scraper blade and two-way side-plow : 3 10tons class, 6 wheels-drive. Attaching

one-way snow plow, snow scraper blade : 1) Quantity 4

Ｂ．Date and time for tender : 11 : 00 A.M., July 30, 2008

Ｃ．Contact point of notice : General Affairs Division, Planning and General Affairs

Department, Asahikawa District Public Works Management Office, 6-19-1-1 Nagayama

Asahikawa-City Hokkaido, 079-8613 Japan

Phone : 0166-46-4908

道 人 事 委 員 会 規 則

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年７月４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則１４－５３

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
管理職員等の範囲を定める規則（北海道人事委員会規則１４－１）の一部を次のように改正
する。
別表議会事務局の項中「（グループリーダーに限る。）」を削り、同表知事部局の項本庁
の事項中「課室長」を「専門参事 課室長」に、「（グループリーダーに限る。）」を
「（人事委員会が指定するものを除く。）」に、「主査 行政改革局の試験研究機関の運営

に係る事務を担当する主幹」を「主査」に、「主査 行政改革課の主幹（グループリーダー
を除く。）」を「主査」に、「監視又は」を「監視、」に、「推進」を「推進又はＰＤＣＡ
サイクルに基づく行財政運営基本システムを推進管理し組織、定数、若しくは予算の配分に
係る調整」に、「職員監等」を「試験研究機関改革推進室の主査 職員監等」に改め、「主
幹（グループリーダーを除く。）及び」を削り、「人事課の主査 財政課の主幹（グループ
リーダーを除く。）」を「人事課の主査」に、「知事政策部の主幹（課に置かれるものを除
く。） 知事政策部の庶務又は人事服務に係る事務を担当する主査（課に置かれるものを除
く。） 知事政策部」を「政策審議局の主査 知事政策部総務課」に、「副知事秘書 計画
室の主幹（グループリーダーを除く。）」を「副知事秘書」に、「船長」を「総括普及指導
員 船長」に改め、同項支庁の事項中「（課に置かれるものを除く。） 地域振興部地域政
策課の主幹」を「（人事委員会が指定するものを除く。）」に、「地方機関（課又は係が置
かれるものに限る。）の長」を「地方機関（課又は係が置かれるものに限る。）の長 道税
事務所課税課長」に改め、同項道税事務所の事項中「（グループリーダーに限る。）」を削
り、同項消防学校の事項中「教頭」を「教頭 総務課長」に改め、同項環境科学研究セン
ターの事項中「企画総務部長」を「部長」に改め、同項苫小牧地方環境監視センターの事項
を削り、同項開拓記念館の事項中「総務部長」を「部長」に改め、同項衛生研究所の事項中
「企画総務部長」を「部長」に改め、同項子ども総合医療・療育センターの事項中「（組織
を代表して置かれるものに限る。）」を削り、同項精神保健福祉センターの事項中「事務
長」を「事務長 部長」に改め、同項地質研究所の事項中「企画調整部長」を「部長」に改
め、同項工業試験場の事項中「企画調整部長」を「部長 研究参事」に改め、同項食品加工
研究センターの事項中「企画調整部長」を「部長」に改め、同項シンガポール事務所の事項
を削り、同項農業試験場の事項中「総務部長」を「部長 企画情報室長」に改め、同項畜産
試験場の事項、花・野菜技術センターの事項及び農業大学校の事項中「総務部長」を「部
長」に改め、同項水産試験場の事項中「総務部長 企画総務部長」を「部長 室長」に改め、
同項水産孵化場の事項中「総務部長」を「部長 支場長」に改め、同項林産試験場の事項及
び林業試験場の事項中「総務部長」を「部長」に改め、同項北方建築総合研究所の事項中
「企画総務部長」を「部長」に改め、同項保健福祉事務所の事項中「社会福祉課長」を「社
会福祉課の課長及び主幹」に改め、同項土木現業所の事項中「総務課長 事業課長 建設指
導課長」を「課長 建設指導課主幹」に改め、同表教育庁の項本庁の事項中「課長」を「局
室長 課長」に改め、「（グループリーダーに限る。）」を削り、「学芸主幹 総務課の予
算事務の総括に係る事務を担当する主幹（グループリーダーを除く。）」を「学芸主幹」に、
「教育職員局の行政改革に係る事務を担当する主幹（グループリーダーを除く。） 教育職
員局の争訟事務を担当する主幹（グループリーダーを除く。）」を「給与課の勤務実績の給
与への反映に関する制度に係る事務を担当する主査」に、「医療参事」を「医療参事 専門
参事」に改め、同項教職員検診センターの事項を削り、同項生涯学習推進センターの事項中
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「所長 副所長」を「所長」に改め、同項近代美術館の事項中「事業部長」を「部長」に改
め、同項教育研究所の事項中「庶務部長」を「部長」に改め、同表監査委員事務局の項及び
労働委員会事務局の項中「（グループリーダーに限る。）」を削り、同表備考中第６号を削
り、第７号を第６号とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第７１号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和３０年北海道条例第７７
号）第４条第１項の規定により、午前１時まで風俗営業を営むことが許容される地域の祭典
等による特別な事情のある日及び当該祭典等が行われる地域を次のとおり指定する。
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第４条第１項の規定に
基づく営業時間の特例の日の指定（平成１１年北海道公安委員会告示第３４号）は、廃止する。
平成２０年７月４日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子

指 定 す る 日 指定する地域

年始（１月４日から同月８日までの間） 北海道内全域

盆（８月１４日から同月１７日までの間） 同 上

クリスマス及び年末（１２月２５日から同月３１日までの間） 同 上

さっぽろ雪まつりが行われる日の翌日 札 幌 市

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りが行われる日の翌日 同 上

北海道神宮例祭が行われる日の翌日 同 上

函館港まつりが行われる日の翌日 函 館 市

住吉神社例大祭が行われる日の翌日 小 � 市

おたる潮まつりが行われる日の翌日 同 上

旭川冬まつりが行われる日の翌日 旭 川 市

北海道護国神社慰霊大祭が行われる日の翌日 同 上

上川神社例大祭が行われる日の翌日 同 上

旭川夏まつりが行われる日の翌日 同 上

むろらん港まつりが行われる日の翌日 室 蘭 市

夏越祭が行われる日の翌日 � 別 市

厳島神社例大祭が行われる日の翌日 釧 路 市

くしろ港まつりが行われる日の翌日 同 上

帯広氷まつりが行われる日の翌日 帯 広 市

北見ぼんちまつりが行われる日の翌日 北 見 市

おんねゆ温泉まつりが行われる日の翌日 同 上

北見神社秋季例大祭が行われる日の翌日 同 上

夕張神社祭典が行われる日の翌日 夕 張 市

岩見沢神社例祭が行われる日の翌日 岩 見 沢 市

あばしりオホーツク流氷まつりが行われる日の翌日 網 走 市

留萌神社例大祭が行われる日の翌日 留 萌 市

�前山神社祭が行われる日の翌日 苫 小 牧 市

北門神社例大祭が行われる日の翌日 稚 内 市

空知神社秋季例大祭が行われる日の翌日 美 唄 市

江別神社例大祭が行われる日の翌日 江 別 市

鎮守出雲神社秋季例大祭が行われる日の翌日 赤 平 市

鎮守赤平神社例大祭が行われる日の翌日 同 上

もんべつ観光港まつりが行われる日の翌日 紋 別 市

士別神社例大祭が行われる日の翌日 士 別 市

名寄神社例大祭が行われる日の翌日 名 寄 市

金刀比羅神社例大祭が行われる日の翌日 根 室 市

千歳神社例大祭が行われる日の翌日 千 歳 市

砂川市民まつりが行われる日の翌日 砂 川 市

深川聖徳太子祭が行われる日の翌日 深 川 市

北海へそ祭りが行われる日の翌日 富 良 野 市

豊栄神社例大祭が行われる日の翌日 恵 庭 市

伊達神社秋季大祭が行われる日の翌日 伊 達 市

飯生神社例大祭が行われる日の翌日 長 万 部 町
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江差姥神大神宮渡御祭が行われる日の翌日 江 差 町

岩内神社例大祭が行われる日の翌日 岩 内 町

余市神社祭典が行われる日の翌日 余 市 町

栗山天満宮例大祭が行われる日の翌日 栗 山 町

上富良野神社例大祭が行われる日の翌日 上富良野町

遠軽神社例大祭が行われる日の翌日 遠 軽 町

豊富八幡神社夏季例大祭が行われる日の翌日 豊 富 町

美幌神社秋季例大祭が行われる日の翌日 美 幌 町

白老八幡神社祭が行われる日の翌日 白 老 町

静内神社例大祭が行われる日の翌日 新ひだか町

厚岸港まつりが行われる日の翌日 厚 岸 町

弟子屈神社例大祭が行われる日の翌日 弟 子 屈 町

川湯神社例大祭が行われる日の翌日 同 上

別海神社例大祭が行われる日の翌日 別 海 町

中標津神社例大祭が行われる日の翌日 中 標 津 町

羅臼神社例大祭が行われる日の翌日 羅 臼 町

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第１７１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年７月４日

北海道警察本部長 � 橋 清 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
車載式交通事故自動見分システム搭載車 ３式

２ 落札を決定した日
平成２０年６月１８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 三菱オートリース株式会社
� 住 所 東京都港区芝５丁目３４番７号
４ 落札金額

月額 ９１６，０２０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年５月７日付北海道警察本部告示第１１８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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